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午後５時 29分開会  

○会長  それでは、ただいまから令和６年度第１回公契約適正化委員会を開会

いたします。  

 本日は○○委員と○○委員が御欠席です。  

 それでは、本日は○○副区長に御出席いただいておりますので、初めに、○

○副区長から御挨拶をお願いいたします。  

○副区長  皆さん、こんにちは。今日も本当に暑い中、世田谷区公契約適正化

委員会にお時間いただきましてありがとうございます。  

 さて、世田谷区の公契約条例ですけれども、平成 27年に施行しましたので、

今 10年になりました。委員の皆様のおかげさまをもちまして、これまで着実に

進めてまいりました。昨年でいえば、工事契約における総合評価方式について、

この４月からは議決案件にも拡大したということ、また、今年の４月からは労

働報酬下限額を 1330円に引き上げていたところです。まだまだ目標額には幅が

ありますので、これに向けて着実にやっていきたいと思います。今週あたりに

は国家公務員の人事院勧告も出ると思いますので、目標額の設定から御意見い

ただきながら進めてまいりたいと思います。  

 引き続き、委員の皆様の専門分野から忌憚のない御意見をお願いしまして、

議論を進めていけたらいいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、本日は、この後、６時半から労働報酬専門部会の開催が予定され

ております。おおむね１時間という限られた時間での審議となりますけれども、

皆様方には御審議に御協力いただければ幸いでございます。  

 それではまず、議題に入る前に、事務局より資料の説明をお願いいたします。 

 

[事務局  配布資料の確認 ] 

 

○会長  それでは、審議に入ります。  

 初めに、１、審議の (1)審議日程等について、今年度のスケジュールについて

事務局から説明をお願いいたします。  

○事務局  それでは、私から御説明をさせていただきます。  

 資料１は今年度のスケジュールでして、今期は前期の委員会から頂いた意見

書を踏まえた取組について総括をしていただき、次期に向けての御意見を取り

まとめていただきたいと考えております。また、来年度の労働報酬下限額につ

いても部会において御審議をいただき、今年度２回目の部会で意見書案をおま

とめいただければと考えております。  

 本日が８月５日の第１回で、第２回の委員会を 10月から 11月にかけて、第２
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回の専門部会も併せて 10月から 11月にかけて、第３回委員会を２月に予定して

ございます。  

 そのほか、区の動き、国・都の動きについては、参考に記載をしています。  

 御説明は以上です。  

○会長  ありがとうございます。  

 ただいまの審議の流れについて、おおむね例年と大きくは変わっていないか

と思いますが、何か御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。  

 よろしければ、ただいま説明があった日程に沿って審議を進めてまいりたい

と思います。  

 それでは、 (2)公契約条例に関する各取組みの現状と今後の方向性について、

事務局から報告及び資料の説明をよろしくお願いいたします。  

○事務局  それでは、右肩に資料２と記した資料を御覧ください。公契約条例

に関する各取組みの現状と今後の方向性についてです。  

 １、主旨を御覧ください。区は公契約条例施行から、区民、事業者、労働者

と共に各取組を進めてきているところです。この間、公契約適正化委員会から

の意見書等を踏まえて、周知、入札制度改革等に取り組んでいますが、一方で、

昨年度末、公契約の相手方事業者が賃金未払いのまま倒産する事例が生じるな

ど、それだけではなくて、労働条件の確保や、労働報酬下限額の遵守など、条

例の取組みへの認知や理解不足は依然として課題と考えてございます。今般、

これまでの取組に関する課題を改めて整理して、今後の取組みの方向性をまと

めたので、御報告を行うものです。  

 ２、主な課題として、 (1)から (3)まで記載をしています。  

 (1)は認知度の向上で、①は区民の認知度の向上です。条例の理念、趣旨、目

的の理解を促進し、区民にとって身近なものにする必要があります。②は事業

者・労働者の認知度向上です。条例に基づく取組みへの認知度が低く、提出書

類の中でも形式的と見受けられるミスもまだ散見されるので、改善に向かうよ

う認知度を高め、浸透を図る必要があります。  

 (2)が遵守状況の確認と理解度の向上です。今、事業所調査を社会保険労務士

さんの御協力をいただいて行っていますが、労働法規に関しての知識、理解度

に依然として差がある状況です。事業所調査の拡充を図り、条例が掲げる理念

に基づき、事業者が正確な知識で、経営上適切な配慮が行えるよう、理解度の

向上を図る必要があります。  

 (3)実態の把握です。条例の施行後、各種取組みを行ってきましたけれども、

区が労働条件確保の課題や認知度に関して直接的に行う本格的なアンケートは

行っていない状況がございます。上記 (1)、 (2)を含めて、条例の運用に関する
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課題や、施行後の契約事務への意識を把握し、効果的な取組みにつなげる必要

があります。  

 ３、主な課題に係る現状と今後の取組みの方向性でございます。これらは、

別紙１から３でまとめて記載をしています。  

 別紙１、「認知度の向上について」を御覧ください。  

 １、「これまでの取組み」です。(1)から (2)まで、区民、事業者、労働者に対

して、この間、様々な手法で周知を行っています。「区のおしらせ」はもちろん

のこと、ポスター掲示やエフエム世田谷などを活用して周知活動を行っていま

す。直近では、(1)の一番下の丸印にあるように、各庁舎のデジタルサイネージ

での周知も行っている状況です。  

 ２、「これまでの取組みの現状と課題」です。ここで現状と課題について整理

させていただいています。  

 初めに、(1)区民への周知です。現状としては、昨年５月実施の区民意識調査

では、条例を「知らない」とお答えになった方が９割近くで、「名称を知ってい

る」は１割となっている状況です。課題としては、より効果的な周知と、条例

の趣旨、目的が理解されていないため、無関心になっているのではないかとい

う課題がございます。  

 次のページにお進みください。(2)事業者への周知です。現状について、黒ポ

チ４つでお示しをしていまして、労働条件確認帳票の記載に問題がなかったケ

ースで賃金未払いが生じたり、労働条件確認帳票のおおむね１割で記入漏れや

矛盾した回答がある状況です。一方で、社会保険労務士さんの実態調査は 2000

から 2500件中 12件程度という限定的なものであること、下請事業者への周知は

元請事業者を通じて行うという間接的なものであるということが現状です。課

題として、丸印を２つ記載していまして、労働条件確認帳票が十分に機能して

いないのではないかという仮説を持っております。また、下請事業者への理解

促進が十分ではないのではないか、これも想定し得る仮説として認識をしてい

るところです。それぞれ黒ポチで、帳票の趣旨、目的の理解度や、帳票の確認

事項の理解度など、考えられる仮説を具体的に記載しています。  

 (3)は「労働者への周知」です。現状としては、労働条件が守られていない事

例が実際ありましたが、区への通報がなかったということもございます。それ

だけではなくて、区への問合せが年間一、二件程度という限定的な数であるこ

とが挙げられます。課題としては、想定し得る仮説ですけれども、周知が不十

分で条例が認知されていないのではないか、周知用カードやポスターの内容が

理解されていないのではないかという仮説を持ってございます。  

 ３、「今後の取組みの方向性（案）」です。こちらも本日御議論いただきたい

ポイントの一つです。  
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 「 (1)区民への周知」。これまでの取組の拡充と併せて、条例の趣旨、目的を

分かりやすく示す取組を検討し、可能なものから順次実施をしていくこと。  

 「 (2)事業者への周知」。２ (2)に記載の課題認識について、アンケート調査で

検証を行います。また、これに先んじて、今年度中から、次に御説明いたしま

す別紙２の社会保険労務士さんを活用した取組を通じて、条例の理解促進に取

り組んでいくことが考えられます。  

 「 (3)労働者への周知」。２ (3)に記載の課題認識について、同じくアンケート

調査で検証を行います。  

 次に、別紙２にお進みください。「遵守状況の確認と理解度の向上について」、

こちらもまとめてございます。  

 １、「これまでの取組み」でございます。区は、事業者の知識を深めることを

目的に、社会保険労務士さんの御協力の下、社会保険労務士さんを事業所に派

遣して行う事業所労働条件調査を実施しています。令和５年度は合計で 12件、

令和４年度は 11件実施していまして、具体の内容であったりとか、対象労働者

数については、表に記載のとおりです。このような調査を実施していまして、

対象事業者の選定基準についても表に記載をしています。  

 この状況を踏まえて、２、「これまでの取組みの現状と課題」でまとめていま

す。事業所労働条件調査の結果は、評価が高い事業所と低い事業所の差が大き

いことに加えまして、指摘事項が特定の項目に偏る傾向が見られました。また、

事業所労働条件調査は、事業者が提出したチェックシートに基づき、労働条件

の改善に資する措置として実施していますが、これが立入検査と捉えられるケ

ースが多い状況で、労働条件の改善の必要性がある事業者ほど、本調査を拒否

する傾向が生じている可能性があります。さらに、年間 12件程度の実施回数と

していますが、実際、チェックシートを提出いただく件数は年間で 2000件から

2500件ある状況で、より多くの事業者の労働条件の改善に寄与することが必要

だと考えています。  

 これらの現状と課題の認識に対して、３、「今後の取組の方向性を（案）」と

して記載しています。この実態調査の理解促進を通じて、条例の趣旨の理解促

進を図り、この調査を必要とする事業者が抵抗なく受け入れることができる機

運を醸成し、予防的な観点から調査を受け、深刻な法令違反状態を避ける必要

があると認識しています。  

 具体的な手法案として、以下のとおり、 (1)から (3)までの手法を記載してい

ます。  

 (1)は実態調査の受入れ事業者の公募です。取締りを目的にしないことを明

らかにしながら、人材確保にもつながり得る労働条件確保に関する事業者の取

組を支援いたします。  
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 (2)は実施回数についてですけれども、現在、年間 12件程度の実施回数です

が、これを増やし、より多くの事業者がこの調査を受けることを通じて、労働

条件に関する意識の向上の機会を広げます。  

 (3)は研修会の実施です。これまで個別の調査で理解の促進を図っていると

ころですけれども、今後、より広い範囲の事業者に労働条件確保に関しての知

識の定着を図ることを目的として、これまでの調査での指摘事項等を参考に、

集合形式の研修会を実施いたします。  

 (3)の研修会ですけれども、今年度中に実施し、(1)、(2)については、今年度

の労働条件調査の実施状況を踏まえて、適切な時期に実施いたします。  

 この「取組みの方向性（案）」についても、本日御議論いただければと思いま

す。  

 次に、ページ番号７、別紙３、「実態の把握について」です。事業者及び労働

者からの直接の意見、回答を正確に把握し、その認識等を確認するため、アン

ケート調査を実施するというものでございます。  

 １は、このアンケート調査実施に当たっての課題と留意点を記載していまし

て、(1)は「対象」です。今年度に契約している事業者とするのか、その下請さ

んまで含むのか、これらの労働者の方まで含むのか。契約が終了している案件

や履行継続中の案件など、契約案件ごとの範囲をどのように定めるのか。対象

件数としてどの程度を妥当と捉えるかです。  

 (2)は「方法」で、趣旨を分かりやすく伝え、負担なくアンケートを実施する

にはどうすればよいか。また、ＱＲコードを読み取り回答するウェブアンケー

トを実施することは妥当であるか。  

 (3)は「時期」で、実施時期のタイミングはいつが適当か。  

 (4)は「内容」で、質問項目はどうするかです。  

 ２、「アンケート調査の質問項目の骨子（案）」です。こちらはあくまでもア

ンケートを実施する場合の骨子（案）、たたき台として記載をしています。１番

目は、事業者の元請の方に行うものです。項目としては、基本的事項から労働

条件確認帳票について。次の行ですけれども、下請の事業者の方に対して、ど

のような項目がアンケートとして望ましいか。また、労働者の方に対して、こ

のアンケートで、どのような基本事項、条例の認知度などを聞いていくのが妥

当かなどを表でお示ししています。  

 ８ページ、３、「具体的なスケジュール」でございます。こちらは表のとおり

で、アンケート調査についても御議論いただきたいポイントの一つでして、御

議論いただいた内容を踏まえまして、 10月の第２回委員会で具体的な質問文案

を固めて、その後、 11月から２月にかけてアンケートの実施、分析を行いまし

て、３月の第３回委員会でこれらの結果に基づいて意見交換をいただいて、来
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年度にはなりますけれども、第１回の委員会でアンケート結果に基づく今後の

取組み案について御議論いただくスケジュールを考えてございます。  

 次のページ以降、参考資料として、令和５年度までの事業所労働条件調査で

指摘事項が多かった項目を記載しています。例えば就業規則の内容であったり

とか、出勤簿の記録、出社時刻、退社時刻の管理などが、この間の労働条件調

査でおおむねどの事業者さんでも共通して指摘があった事項ですので、参考に

記載しています。こちらは後ほど御確認いただければと思います。  

 資料２の事務局からの御説明は以上です。  

○会長  ありがとうございます。  

 以上、御説明がありました。今後どういうふうに取り組んでいくのか、その

方向性について、認知度の向上、遵守状況の確認と理解度の向上、３番目とし

ては実態の把握ということで、それぞれこういう方向で検討をしていくのはど

うだろうかということがございました。この点につきまして御質問、それから、

注意したほうがいい事柄だとか、こういった点を踏まえたらどうだろうかとか、

いろいろな観点があるかと思いますけれども、皆様から御意見、確認したい事

柄等々をいただければと思います。どうかよろしくお願いします。  

○委員  資料２の１ページの「一方では」という本文の４行目なんですけれど

も、賃金未払いのまま倒産する事例があると伺ったので、業者名は要りません

けれども、認知度や理解度と関係があるのかどうか、よく分かりません。どん

な分野の業種の業者で、資本金が幾らぐらいで、労働者が何人ぐらいいて、債

権者が何者ぐらいで、負債総額が幾らぐらいで、未払い賃金の総額が幾らぐら

いで、区との公契約の内容や契約金額が幾らぐらいかという最低限のことと、

認知度、理解度との関係があるのかどうか、この辺をお答えいただきたいと思

ったんですけれども、どうでしょうか。  

○事務局  まず、この事業者の従業員は、お調べして後ほどお答えしますけれ

ども、分野としては、ビルメンテナンスの事業者でした。最初は区の指定管理

の再委託に入っていたところで、賃金の未払いというお話があり、それが昨年

の９月ぐらいです。その後、区の直接の契約の中でも、賃金未払いというより

は、従業員を配置できなくて履行できないという話が１件あり、それが続いて、

当時、区の直接の契約の中で四、五件あって、最終的には２月から３月にかけ

て、区の事業の請負が困難になったと。その後、事業者も事業の経営が立ち行

かなくなり、破産申立てをするという状況になりました。  

○事務局  賃金未払いの状況なんですけれども、労働債務がおおよそ 300名程

度の未払いがあったと聞いております。金額につきましては、労働債務につい

ては１億円程度と聞いております。  

○事務局  公契約条例の認知度と関係があるかというところですけれども、事
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業者としては、当初の契約の時点では、確認帳票等も出している状況ですので、

この条例の趣旨自体は一定程度の理解はあったものと認識をしています。ただ、

その後、契約を履行していくに当たり、公契約条例のみならず、労働関係法規

の遵守に課題が生じて、それを事業者としても区のほうに何らかの形で報告す

るという段階にはなっていなかったと考えています。  

 以上です。  

○委員  公契約条例との関係があるのかないのか。伺った範囲では、従業員が

集まらずに、ビルメンテナンスなので、いろんな職場に労働者が足らなくなっ

たというのは、よく起こり得ることなんだけれども、それが原因であって、収

入が入らなくなって、負債ができて、１億円、300名、１人 30万円ぐらいという

のは起こり得ることなんだけれども、そのことがここにわざわざ上がっている

ということは―私の質問を言うと、その実例が認知度や理解度の不足なのか

ということなので、あまり関係ないような気がしたので、ちょっと伺ったんで

すが、どうなんですか。要するに、公契約条例の仕組みの認知度や理解が足ら

ないから倒産しちゃったのか、あるいは未払い賃金が生じたのかというと、そ

うでもなさそうな気がするんですけれども。人手不足で現場に手当てができず、

それによって契約が履行できなくなって解約になるような問題が生じて倒産し

てしまったとすれば、あまり公契約と関係ないのかなと思ったんですけれども、

その辺を……。  

○事務局  委員おっしゃるとおりで、この案件については、幾つかの角度から

見なきゃいけないと区のほうでも思っていまして、ここで公契約に絡めて持ち

出したのは１つの側面だと捉えています。  

 去年度、１月の議会、定例会で大分取り上げられて、各会派の皆さんからい

ろいろ御意見いただいたという経緯もあって、その質疑の中でも、今から申し

上げますけれども、３点ぐらい角度があって、その一つが公契約条例に絡めた

取組の強化という指摘もございましたので、このテーブルにのせさせていただ

きました。  

 では、あと残りは何かということなんですけれども、１つは、契約したこと

に関する業務の適正な履行の確保が監督員を含めて区のほうでしっかりできて

いたのか。あるいは、１つの契約事案で出てきた話を、区としては同社に対し

てほかにも契約案件があったわけですので、いかに迅速にそこを共有して、区

の業務としてお願いしている部分が止まらないようにするかという契約上のＢ

ＣＰといいますか、業務を止めないような対応は今後どうあるべきなのかとい

うところが１つありました。  

 ですので、契約上の適正な履行の確保、それから、区としての事業を止めな

いＢＣＰの今後の情報共有と対応の考え方、それから、公契約に絡めて、賃金
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未払いという状況が起こるとすれば、区としてしている公契約の適正な労働環

境の確保というところが守られていないという状況はあるわけなので、未払い

でもいいんですけれども、周知カードでお願いしているところに絡めて、直接、

下限額に満たないということではないかもしれないですけれども、異変につい

て何らかの情報が区に入ってもおかしくはなかったと。これが公契約としての

周知の取組にやはり不足があるんじゃないかというところに１つポイントが挙

げられたというところがあって、今、３点ほど申し上げましたけれども、その

一つとして、ここに持ち出しました。  

 今回お示ししている現状の課題認識、それから、全体としての今後の対策、

対応の進め方という切り口なんですけれども、今出てきた未払いの例をもって

して持ち上げているということではなくて、それも１つの事案として捉えて

―どちらかというと、この委員会の前期でいただいた今後に向かっての意見

書の中で、周知の不足、入札制度改革、建設業における働き方改革の大きく３

点で意見書をいただいていて、今期に至ったわけです。  

 建設業の働き方改革については、国の号令もあって、週休２日工事を、土木、

建築、ほとんど全ての工事で適用するというのが今年度から始まっています。

また状況は確認しなきゃいけないんですけれども、もう一つの入札制度改革は、

御存じのとおり、これまでいろいろ取組を進めていまして、今も経過を検証、

御報告しているところです。  

 １つ大きく、ずっと課題で残っているのが周知、認知度の向上、実効性の確

保といったところで、入札制度改革に絡めて、幾つかの手も打ったところです

けれども、その取組の広がりがもう一つ足りていないんだろうと。１つの関連

するサンプルとしてこの事案を取り出したということですので、それも含めて、

トータルとして、今後の周知強化、主にその点についてどうしていったらいい

かという。 10年という節目でもありますので、１段上がらなきゃいけないと捉

えていますので、それを中心として、今年度ぜひ御議論いただければという趣

旨です。  

 以上です。  

○委員  ありがとうございました。  

○会長  チェックシートで異変はつかめないですよね。  

○事務局  結果そうです。そこにきれいに書かれてしまうと……。  

○会長  このときのチェックシートと、それから、事業が進んでいく中で、さ

らにチェックシートみたいなのを出させるわけではないから。  

 それからもう一つは、アンケートであるとかそういうもので、これはおかし

そうだという―これは契約上の問題です。経営がうまくいかないかもしれな

いという異変を報告する義務は契約のところで存在するのかどうなのかとい
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う。たとえ公契約を知っていたとしても、そこら辺は別に報告しなくてもいい

よとなっていれば、周知の話といわゆる危機管理がリンクしないというところ

が出てこないですか。だから、それがちょっと気になるんですけれども。  

○事務局  先ほど少し省略したんですけれども、先ほど３点申し上げた、この

事案に対する課題認識ということで、１つは、会長おっしゃっていただいたと

おり、区の事業としてのＢＣＰといいますか、止まらないようにどうするかと

いうお話。それから、契約上の業務の履行の確保をどれくらいこれまで以上に

取り組んでいくんだという話です。これについては、別途、こちらのほうでも

検討を進めていまして、近々、履行の確保についても庁内に改めてその手法を

含めて周知を徹底しようかなと考えています。  

 簡単に言うと、はっきり言って、各事案、各契約案件に関する履行の確保の

確認は、通常でいうところの検査行為とリンクして、必要最小限になっていな

いかということで、支払いが近づくとか、契約上の検査のタイミングでなくて

も、いろんな業務で定期的な報告とかが当然義務づけられているものがあって、

書類だけ見て、右から左としていないかとか、定期の報告以外にも現場を確認

するとか、そういった確認は必要じゃないかと。それはあらゆる契約について、

区の場合は基本的に公契約条例が適用されるわけですから、履行の確認という

ことは、公契約条例の立場からの確認ということもあるわけです。そこを踏ま

えた履行確認というのがどれくらい―この後、多分、○○委員から御指摘が

あると思うんですけれども、周知というのが区の発注側、各部署で本当に認知

ができているんだろうか、そこも認知、周知が進まない一因なんじゃないかと

いうところで、ペーパーも頂いているところですけれども、まさにそうだと考

えています。  

 今の話に絡めて、改めて公契約の意義とその中身、取組について再周知を図

ろうと。職員を集めて研修のように、来年度の契約の実務に合わせて、実効的

にたたき込もうと今考えています。ですので、庁内に向けての取組としては準

備をして進めておりますので、それと並行する形で、この条例をいかに契約の

相手方にも十二分に伝えて、これまで以上に中身を理解していただいて、いろ

んな取組に御協力いただくということがどうやったらできるかというところ

は、ぜひこのテーブルで御意見いただいて、区としても強化をしていきたいと

考えています。庁内のほうは、繰り返しですけれども、別途のところで急いで

周知強化を図ろうと考えています。  

 以上です。  

○会長  分かりました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

○副会長  この条例制定からかれこれ 10年になるわけですけれども、この間、
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ほかの自治体の報酬下限額等のレベルが高いために、この条例を守ろうとする

と、実は収支がつながらなかったり、あるいは、入札を辞退しなきゃならない

という声はこれまで聞かれていますでしょうか。この水準で真面目にやったた

めに足が出てしまって倒産というものではないとは思うんですけれども、そう

いう危惧をするようなことはこれまで起きているか、あるいは、意見としてそ

ういうのが伝わっているんでしょうか。逆に言うと、もう少し労働条件のレベ

ルアップをしても、賃金の水準だけではなくて、工期の問題とか、今度、働き

方改革等では、週休２日制の実施であるとか、時間外労働のあるレベルを超え

ると厳しく規制されるとか、そういうことから考えるとコストアップになるの

で、公契約がやりにくいという声は起きているものなんでしょうか。  

○事務局  今回お示ししているような、ある種、 10年の節目でもう１段上がる

ための根拠とするようなアンケートを考えているわけなんですけれども、そこ

までにはいかないけれども、何回か、アンケートを特に事業者側には仕掛けた

経緯もあります。懇談会さんのほうで毎年のようにアンケートを取られている

ところもあります。その中では、認知度もあるんですけれども、それが会社と

してはなかなか厳しいという声も中にはあったと思います。  

 ただ、先ほど申し上げた庁内のお達しは、そこの点も含めてなんです。要は、

我々区のほうの始まりは予算を獲得してこそで、そうしないと事業が始まらな

いわけです。契約の原資となる予算を確保する際に市場調査をして、特に委託

業務であれば、どういう市場の状況になっていて、このぐらいの業務だと、ど

れぐらいの金額になるだろうと。それを根拠として予算を獲得していくわけで

す。  

 そこから予算を取った暁に実際の契約に向けて予定価格を設定して入札とい

う流れで基本的には来るわけですけれども、最初の市場調査、予算を獲得する

のに幾らというところで、いかに事業者さんの協力を得て、声を聞くとしても、

こういう条件で区は公契約条例をしいているので、こうなりますよと。下限額

も当然こうなるし、来年度にはさらにはもう１段上がりますよと。そういうと

ころも見込んで、特に副会長を中心に前から御提言いただいている予定価格の

標準化だったり、仕様の標準化は、業務委託については難しいというのはあり

ますけれども、そこを砕いて、とにかくできる限り内訳をきちんと積み上げた

ものをいただいておかないと、市場と合っているのかというチェックもできま

せんし、それが適切か否かという検証もできない。終わった後に、果たして区

としてきちんと必要な額を積んでいたのかというチェックもできないというこ

となので、ここはできる限り御協力いただいて、予算の段階できめ細かい内訳

になるような調査を行って、今いろんなソースがありますから、そういうとこ

ろで価格調査なんかもした上で、実際の契約の時点で無理をしてなんていうこ
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とが絶対起こらないように、あるいは、基になる予定価格が市場と比べると安

くなっているということが起きないように、そこからきちんと積み上げてもら

うということを、先ほどの公契約の周知徹底と共に改めてやろうと思っていま

す。  

 少なくとも今後について御懸案のことが起きないように、発注側として徹底

はしたいと考えています。  

 以上です。  

○委員  今回、課題の３番目に実態調査があって、実態アンケートをされると

伺ったので、今日、Ａ４の裏表の意見書を用意させていただいたんですが、現

状の課題だったり、これまでの経過というのは今御説明があったとおりです。  

 公契約条例ができているほかの自治体は、４年置きとか５年置きぐらいに、

調査の内容はそれぞれ違うんですけれども、事業者だったり、労働者の実態調

査は、実際、足立区や川崎市や新宿区等でもされています。世田谷区では、条

例ができる前とか、もしくは総合評価のことだったり、個別にはされているん

ですが、事業者・労働者全体を通した実態調査はこれまでされていなかったの

で、せっかく調査をするのであれば、しっかりした調査をしていただいたほう

がよろしいのではないかということで、今回、文書を出させていただいていま

す。  

 まず、アンケート調査は、取り締まるためとかそういうことではなくて、公

契約条例が目的としている労働者の適正な労働条件の確保や事業者の経営の改

善が本当にされているのかに向けての調査をしたほうがいいと思っています。  

 その対象になるのは、元・下請事業者はもちろんそうですし、労働者もそう

です。先ほど来、部長もおっしゃっていましたが、区役所内の発注担当者の理

解度であったりそういうものも、調査をしたほうがいいのではないかと考えて

います。  

 ちなみに、元・下請事業者に関して言うと、もちろん条例の認知だったり、

下請や自分のところの従業員への周知方法、そして、今、設定をされている下

限額が適正なのかどうか、また、実際、下限額がちゃんと履行されているかど

うかをどのように把握しているのか、そういうことをちゃんと把握したほうが

いいのかなと思っています。  

 裏面に労働者の調査のことも書かせていただいているんですが、実際、私ど

もも公契約懇談会として、公契約条例ができる以前から公共工事の現場でアン

ケート調査を実施しています。その中では、実際に払われている賃金であった

り、今の働き方改革のように、休日がどれぐらい取れているかとか、その方た

ちが働いている状況をつぶさに把握する必要があるのかなと思っています。  

 ただ、これをやるためには、事業者さんの協力なくしては絶対できないんで
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す。例えば元請事業者さん、契約をした事業者さん、下請については下請施工

台帳があるので、区で把握ができますが、働いている人たちにどうやってアン

ケートをアプローチするかというと、事業者さんを通して以外はアプローチで

きないので。回収の仕方は、ＱＲコードのように事業者さんを通さないで回収

することはできるんですが、アンケートを依頼するというのは事業者さんに理

解をいただかなければいけないので、まずは元請、下請の事業者さんを対象に

アンケート調査をした上で、時期はずれてしまうかもしれないけれども、実態

も含めて把握するために労働者調査を、例えば半年とかずらして実施する方法

のほうがいいのではないかと思っています。  

 最後に、発注担当者、いわゆる区役所の職員の方です。８月から来年度の予

算に向けて、建築にしろ、委託にしろ、各所管から各事業者に見積りを徴取す

るんですが、一体どれだけ発注担当者の方が、公契約条例の適用になる契約に

関して説明がされているのか、どのように伝えているのか。もしかしたら伝え

ている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そんなに真剣に公契約条

例、もしくは労働報酬下限額の趣旨を伝えて、予算見積りを取っているのかな

と正直疑問もあります。そういう意味で、先ほど研修も考えられているという

お話だったので、区役所内での調査もされてはいかがかなと思っています。  

 私からは以上です。  

○委員  まず１点は、先ほど賃金未払いのまま倒産する事例が生じたというこ

とで、これは公契約条例と関わりがあるのかというお話がありましたけれども、

私は委託契約における変動型最低制限価格制度をもう少し厳しくやっていれ

ば、そういうことはなかったのかな、そういった面で関わり合いがあるんじゃ

ないかなと。  

 １つは、指定管理者制度の入札の中で、どういう価格で取ったのか、詳しい

ことは分かりませんけれども、低価格の面で影響してきたのかなというのが私

見でございます。  

 あともう一つ、資料２の認知度の向上の中で、区民の認知度の向上、事業者・

労働者の認知度向上とそれぞれ課題が設けられておりますけれども、区民の認

知度の向上の中で、「公契約条例の理念・主旨・目的の理解を促進することで条

例を区民にとって身近なものにする」と。ここ 10年間、議論されてきたのは、

経営環境の改善についてとか、適正な労働条件の確保、そして最低賃金という

ことで、区民にとってはその話は全く関心がないわけです。幾らチラシをやっ

ていても、下限額がどうのこうのといっても、区民には響かないわけです。  

 公契約条例を私は再度確認させてもらったんですけれども、目的の中で、「公

契約に係る業務の質の確保、区内産業の振興及び地域経済の活性化並びに区民

の生活の安全安心及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と。非常に総論的
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な表現ですけれども、見方を変えれば、例えば公共施設、我々もがやがや館と

か、いろんな施設が開放されていて利用できるわけです。区の施設に対して、

区民は我々の財産という認識があるかどうかです。みんな税金を払って建てて、

毎年、委託業務できれいにお掃除をする、警備員をつける。なぜ委託業務でお

願いしているかというと、役所の人は区民の財産を保全する義務があるわけで

す。区民の財産ですから、維持していかなきゃいけない。公契約条例の下で賃

金を確保して、きちっと品質を確保していきましょうと。それはなぜかという

と、区民の財産を守って、皆さんが気持ちよくきれいに使うためにやっている

んですよという認識が区民にはないと思うんです。実際になったら、ここは汚

いわねとか、使いづらいわねと絶対言います。いろんなビルを見たら、何でこ

んなに汚いんだろうか、何だこのエレベーターはとか、絶対ある。でも、思っ

ていても、しようがない、使わせてもらっているからとか、こういった思いが

上がってこない状況があると思うんです。  

 ですから、公契約条例の区民の認知度を図るのであれば、労働賃金は事業者

とか経営者の問題ですけれども、区民の立場から考えると、財産をいかにして

きちっと保全して、皆さんに気持ちよく使っていただくための公契約条例なん

ですよという認知がまずないから、関心がない。だから、いろんなポスターで

告知しても、するっとしちゃう。そこら辺の視点を変えれば違ってくるんじゃ

ないかなと私はやって感じるところでございます。  

○委員  資料６ページのこれまでの取組みの現状と課題で、社労士の先生方の

調査の話で、回数を増やすとか、そういう問題があるんですけれども、９ペー

ジ、それに関連する事業所労働条件調査における指摘事項が多かった項目とい

うのは、私の実感とほぼ合っているんです。  

 大きく言うと２つなんです。１つは、育児・介護休業法など、時代とともに

いろんな制度ができているわけです。それに従って就業規則を変えて、社内の

ルールを変えなきゃいけないんですけれども、これが全くやられていないとい

うのが特徴の一つ。同じように、労働基準法も、例えば何日以上はとか、有給

休暇の取り方をいろいろ変えたり、労働時間の把握の方法が変わったりという

形で、いろいろ法律が変わっていくんですけれども、簡単に言うと、時代の流

れを無視した業者さんが大体８割方。これは大体合うと思うんです。それをま

ずチェックシートでチェックしなきゃいけないんですよ。これではチェックシ

ートが意味を持たないんですよ。記載が必要な事項という枠があるけれども、

ここに全然そういう記載がないでしょう。そういう時代の流れに沿った改正を

しているかどうかを尋ねる項目がなければ、チェックシートの意味がないんで

すよ。そういう意味で、チェックシートを社労士の先生と相談して、作り直さ

なきゃいけないと。  
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 もう一つは簡単なんです。出勤簿の記録において、労働時間の切捨てが行わ

れている、１分単位なのを 15分単位にしているというのが１つです。２つ目は、

出社時刻、退社時刻の適正な管理、要するに、いつ来て、いつ帰ったかの労働

時間が把握されていない。あわせて、出勤簿またはタイムカードの所定の項目

が整えられていない。この３点は何かというと、残業時間を計算して、それに

1.25を掛けて支払うというシステムが社内にないんですよ。しかも、残業代を

払ったことがない。私の実感でいくと、そういう企業が６割ぐらいあるんです。

今、私が言ったのは、残業代は、どういうふうに時間を計算して、どういうふ

うに払っていますかという質問がなくちゃ駄目なんですよ。  

 そういう意味では、このチェックシートがチェックシートになっていないん

です。分かりますか。その２つをやれば、適正な労働条件がないところがはっ

きりするんですよ。そういう業者は、改善を求めて駄目だったら、入札をスト

ップするしかないというのがこのシステムなんです。適正な労働条件を担保し

ないと、金だけ比べても駄目なんです。お金は同じような労働条件で競争して

初めて公正な競争になって、適正な労働条件になっているわけだから、そうい

う意味では、このチェックシートがチェックシートになっていないんですよ。

だから、私はチェックシートを直さないといけないと思う。  

 今言ったのは、たった２つです。例えば年休についてどういう制度がありま

すかとか、あるいは、平均年休取得日数は何日ですかとか、労働時間の把握は

どうしていますかとか、そういう残業代の問題と、それから、育児・介護休業

はどういうふうにシステムがありますか、何人ぐらい取っていますかとか、そ

ういう質問がないとチェックシートの意味がないと。  

 そうすると、 2500枚ぐらい来ると、今、私が言った２つの指標をチェックす

るだけで問題企業が出てくるんですよ。どのぐらい出てくるかは、私は半分ぐ

らい出てくると思うんだけれども。そこに対していろんな手当てをして、研修

会をやったり、就業規則を直させたりということでやって、それで直らないと

ころは、３年ぐらいだったら、ごめんなさい、あなたのところは適正な労働条

件に直す意思がないから、うちに来ては困りますというシステム化をしない限

りは―ただ、これは世田谷区だけの問題じゃなくて、日本の多くの企業がそ

うですから、ほとんどやっていなくて、それで今までは世の中を通っているん

です。時々、頑張った労働者がいて、裁判を起こすと、直したふりをするとい

う形なんです。  

 そういう意味では、このチェックシートがチェックシートになっていないん

ですよ。だから、 2500枚来たときに、社会保険労務士の先生が 10人ぐらいで、

１人 250枚、ぱぱっと見ていけば分かるようなチェックシートじゃなきゃ駄目

なんです。そうしたら、 2500枚全員に調査は要らないんですよ。直っているか
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どうかについて自覚しているところは丸をつけますから、自覚していないとこ

ろは、ぼおっとした丸をつけるでしょうから。そういうチェックシートにして、

毎年チェックしていくという形で、駄目なところは改善を求めるという形でや

っていくというシステムを５年ぐらいやれば、おのずとみんななりますよ。要

するに、世田谷区では、労働基準法違反や育児・介護休業法に沿ったシステム

をやっていないところは入れませんとすべきで、社会保険労務士の先生に全件

をやってもらうとか、増やしたところで、それは焼け石に水であって、むしろ

チェックシートの項目を明確にするように。これは前からいろんな人が言って

いる話ですけれども、ぜひチェックシートを御検討いただきたい。場合によっ

ては、チェックシート検討ＰＴができたら、呼ばれれば私も行きますけれども、

そういう一目で分かるチェックシートじゃないとチェックシートの意味がない

と思います。せっかくこういう改善をされるなら、ぜひ御検討いただきたい。  

○会長  ありがとうございます。  

 これまでも各委員から御意見を事務局は伺っているかと思いますけれども、

今後ともぜひ御意見を事務局に出していただき、次の委員会あたりで１つの案

が出てきますので、それまでの間……。  

 それから、先ほど私が申し上げたのは、公契約のところの労働条件だけでい

いんですかという話をしていて、契約履行状況、契約を実際に実施している段

階に対するチェックは、公契約のところでチェックをするんですかと。これま

でで言うと、それぞれの現場というか、担当課が進行状況だとかを全部チェッ

クしていたわけです。この時期までに間に合うのかと。  

 先ほどの問題の賃金未払いの話が出ちゃうものですから、それの話が出るん

だけれども、事業を公契約の委員会でどんどん全部チェックをしていかないと、

とてもできない。そうなると、各担当課の専門の方々のチェックも我々はしな

くちゃいけないという話に極端に……。  

○委員  それは先生……。  

○会長  よく分かります。  

○委員  それはない……。  

○会長  よく分かります。だから、どこまでの内容なのか。条例のところには、

履行に関してもチェックをすると記載されているんです。契約だけではなくて、

その契約を履行するところにおいてもチェックをすると書いてある。履行する

というのは、事業の進展に伴って変わりますから、それに対してもチェックを

する。それは契約とは違う、労働条件とも違う、事業の実施状況に関してチェ

ックをするということなんだけれども、そこまで立ち入るのか、立ち入らない

のかをある程度、ここまでですよというのを決めないと、公契約条例に書いて

あることをやると、全てをチェックする話になっちゃうので、ちょっと待って
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ねというのが本音のところなんです。  

○委員  せっかく今日資料として世田谷区公契約条例があるので、条例の３条

(2)なんですけれども、ちょっと見ていただけますか。「公契約の締結過程及び

履行過程の全般において経済性及び透明性が確保されるべきこと。」というの

が区長の任務なんですよ。だから、我々も区長の任務の範囲でしか責任を負わ

ないのであって、指定管理者でどの業者を選択するかというのは区の責任であ

り、誰を指定管理者にするかというのは、基本的に議会で議決するんでしょう。

委託契約は議会の関与がないけれども、大きな契約はあるんでしょう。そうい

う意味で、基本的にどの業者を選ぶかというのは区長の責任であって、さらに

区議会がチェックするわけだから。さらに、履行状況全般については、契約を

担った担当部署がやるわけで、さっきのビルメンテナンスでいえば、区役所の

どこかに部署があるわけだから、その部署の職員が常に直接、業者と接触する

なりして、チェックしていくということがあって、それは私に言わせると公契

約適正化委員会と関係ない話だと。  

 そういう意味では、確かに「履行過程の全般において」とありますけれども、

それはあくまでも経済性と透明性の問題であって、そこまで……。  

○会長  それは分かります。  

○委員  それは越権ですよ。それは基本的には区長さんや区役所にお任せする

と。そのために議会がチェックすると。ただ、どうしても指定管理者制度はお

任せになっちゃうところがあるから、それは地方自治法が規定して、区議会の

ちゃんとした責務なんだから、業者の選択を誤ったり、あるいは途中から問題

が起きたときには、区、担当部署が責任を負うと。そこは僕に言わせると公契

約適正化委員会と関係はないかなと。その辺ははっきりしておかないと、何で

もかんでもやっちゃうと、まるで区長の仕事を取ることになっちゃう。  

○会長  よく分かります。  

○委員  公契約条例は公契約条例だけれども、適正化委員会とは関係ないとい

う感じで……。  

○委員  いやいや、さっき言ったように、公契約の中の……。  

○委員  入ることは入りますよね。  

○委員  履行過程の経済性と透明性は我々が見るべきことなんです。今言って

いる、業者がうまくいっていないとか、仕事ができないとか、いろんな問題は、

透明性や経済性と直接関係ないでしょうと言っているわけです。さっき言った

ように、価格が高過ぎてできないというなら経済性だから、我々がチェックす

ることなんだけれども、今出ている話はそういう話じゃないんだから。  

○会長  よく分かります。履行するために必要な施策を一体どこまで含むのか

というのがある程度決まっていないと、エンドレスになっちゃいますというこ



17 

 

とを言いたかったということなんです。委員会の役割も「履行を確保するため

に必要となる施策に関すること。」に関して調査審議しろと書いてあるんだけ

れども、履行とは一体どこまで含むのかということによっては、まさに現場ま

での話になっちゃうから、こういう内容のところまでとやらないと、エンドレ

スになっちゃいそうですねということを言いたかったということなんです。  

○事務局  会長の御指摘はまさにそのとおりでして、今見ていただいた条例の

最初の理念からして壮大ですよね。ですけれども、我々はその理想をやっぱり

追いかけなきゃいけないと思っているんです。よくここでも御議論されていた

と思うんですが、ほかの自治体の公契約条例もあって、本当に理念で終わって

いる条例も多いという中で、実際の取組に結びつけている我々世田谷区は、ま

さに適正化委員の皆さんの御提言があって成り立ってきているわけですけれど

も、まさに極論を言うと、区の活動全てにおいて公契約が関わるよねと。では、

１から 100まで全部、公契約の名の下にチェックをかけるのかというのは非現

実的ですよね。ですから、契約上で当然やらなきゃいけない区側の義務という

のは、それぞれの担当のところがきちんと責任を果たさなきゃならない。だけ

れども、それは単純な契約の履行の確保ということだけではなくて、その後ろ

に公契約の理念があるんだということを、我々発注者としてもう一度確認をし

なきゃいけない。  

 というのは、もう１段上がらなきゃいけないと思っているんです。ですから、

これまでいろんな具体的な取組を積み上げてきて、それは先ほどの理想からす

れば一部かもしれない。でも、現実にできることとして積み上げてきた。まだ

不足があるので、もう１段上げるためにはどうしましょうかと。１つの具体策

につながる材料としては、実態をきちんと把握しなきゃいけないということで、

手法としてアンケートを、言い方がちょっとよろしくないですけれども、本腰

を入れてやらせていただけないかと。  

 それについて、こういうことをアンケートに盛り込めば実効性が上がるので

はないかと。それもあの手この手を大きくし過ぎると十分に答えていただけな

いということもあるでしょうから、そのあんばいも含めて御助言いただければ、

こちらで何とか案を次回までにまとめていきたいです。それを見て、次のステ

ップに上がる具体的な、手が届く手段としてはどのあたりがあるかというとこ

ろを含めて、今年度中に何とか取っかかりでも御議論いただければ、そこまで

持っていきたいと考えています。まずはその土台となるアンケート、現状の課

題認識を含めて御指摘いただければ、もちろんこの場でなくて構いませんので、

多少まだ時間がありますから、この会議が終わった後でもお気づきのことを順

次事務局に寄せていただければありがたいというのは、会長おっしゃっていた

だいたとおりです。ありがとうございます。  
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○会長  いろいろとあるかと思いますが、意見等は事務局に出していただけれ

ばということで、次の話に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

 それでは次に、世田谷区建設工事総合評価方式の試行実施状況について、事

務局からよろしくお願いいたします。  

○事務局  それでは、建設工事総合評価方式の試行実施状況について御説明を

いたします。  

 １の「主旨」です。世田谷区建設工事総合評価方式入札を令和４年度から試

行として実施しておりまして、昨年９月末までの実施状況を基に制度検証を行

いましたけれども、その中で、評価項目が競争の一部として機能し、事業者の

取組意欲も一定程度確認できたということ、今後も中期的な動向を注視するこ

ととしていました。令和６年度の試行では、議会の議決が必要となる大規模工

事においても実施することとしたほか、男女共同参画、ワーク・ライフ・バラ

ンスの項目で一般事業主行動計画の策定、届出への加点を加えて、段階的に評

価することとしています。本日は、この制度について、今年秋に実施する検証

に向けて、現時点での試行の実施状況を御報告するものです。  

 ２の「試行実施状況」に関しては、表でまとめてございます。年度ごとの実

施概要は表のとおりでございまして、一番下の行、令和６年度（７月 17日時点）

とあるものが今年度の実施状況でございます。  

 次に、裏にお進みいただきまして、 (2)「「男女共同参画、ワーク・ライフ・

バランス」における一般事業主行動計画の評価状況について」です。この評価

状況については、令和４年度の試行開始以降、男女共同参画、ワーク・ライフ・

バランスの評価対象としているくるみん認定、えるぼし認定、東京ライフ・ワ

ーク・バランス認定で申告を行った入札参加者はおらず、加点の事例がなかっ

た状況です。この状況を踏まえて、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律、いわゆる女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、届出、

また、次世代育成支援対策推進法、いわゆる次世代法に基づく計画の策定、届

出を基に、令和６年度から評価対象に追加しております。その結果、下の表の

とおり、一部の事業者が加点対象となっているので、表でまとめたものです。  

 一番左側の行が総合評価で申告書を提出した事業者の総数で、申告書提出時

に女性活躍推進法の行動計画、次世代法の行動計画を申告した事業者の数をそ

れぞれまとめてございます。  

 ３の「今後のスケジュール（予定）」ですけれども、総合評価入札に関する検

証結果を 10月に入札監視委員会、また、公契約適正化委員会で御審議いただき

まして、その後、区議会の企画総務常任委員会で報告をした後、区のホームペ

ージで公表いたします。  

 資料３－２以降の表については、入札ごとの点数を令和４、５、６と年度ご
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とにまとめたものですので、後ほど御確認をお願いします。  

 御説明は以上です。  

○会長  ありがとうございます。  

 状況ということですが、何か御質問、御意見はございますでしょうか。今年

度、一部手直しをして進めていると。さらに、これの範囲を今後広げていくこ

とができないだろうかというステップに移っていく。これは議論をした上での

話になると思いますが、何かお気づきのところはございますか。  

 どちらかというと報告ということですので、もしお気づきの点がございまし

たら、これも事務局に後ほど出していただければと思います。  

○副会長  先ほどの議論にも関わるんですけれども、まず、労働時間の把握、

それから、休日が適切に取られているかどうか、それから、社会保険等の加入

状況がちゃんと守られているかどうか、さらに、ワーク・ライフ・バランスと

か、男女共同参画の細かいレベルまで実施していくということになると、現状

把握が難しい状況の中で改善を進めるという大変難しい状況が予想されると思

います。  

 それで、とりわけ元請との関係の部分は、これまでの調査でも割合明らかに

なっているんですけれども、２次・３次下請まで下りてくると、実際に労働時

間がどんなものなのかというのが非常に不鮮明で、例えば待ち時間が発生した

ら、誰が待ち時間の費用、それから、労働時間で拘束されているので、それを

どう見るのか。運輸業と建設業はそこのところが非常に難しい―発注者との

関係だけではなくて、事業者間の業務の調整が十分なされていない場合に発生

する待ち時間とか手待ちは、誰がその時間のコストを背負うのかというのが明

確じゃないわけです。そういうところまで踏み込まないと時間把握というのは

できない上に、ワーク・ライフ・バランスみたいなことが出てくると、それら

との関係をどう実現して改善するかというのは、言うは易しく、実際にやろう

とするとかなりの困難があるので、１度立ち止まって、労働者と事業者双方の

ある意味でへそになるような問題領域をピックアップする調査をぜひしていく

必要があるんじゃないかと思うので、一般的に条例を知っていますかというほ

かに、そうしたへそになっている課題と調査をつなげていく試みをしたらいい

んじゃないかという気がするんですが、これもまた議論の一つだと思いますの

で、意見だけ申し上げておきたいと思います。  

○委員  さっきと同じ話なんだけれども、２ページのワーク・ライフ・バラン

スにおける云々で加点の事例がなかったというのは残念ですけれども、これが

やっぱり実態を表していて、さっきの残業代と同じように、あるいは、ほかの

育児・介護休業法やその他と同じように、地方自治体は総務省から通達が流れ

てくるから、嫌でもやらざるを得ないけれども、民間の会社はどこからも通達
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が流れてこないわけですよ。そうすると、法律が変わったとか何とかといった

って、そんなの関係ないと世の中は動いていって、仕事が忙しいというのでお

しまいになっちゃうわけです。そういう意味では、ワーク・ライフ・バランス

を本気で項目に入れて加点するならば、例えば、こういう法律が変わるたびに、

あるいは、こういうことがなされるたびに、研修に参加することを１つの加点

要素にするとか―点数を低くしてですよ。そういう形で評価していくという

こともあり得るかなと。  

 さっきの残業代の話といろんな法律の改正の話もそうですけれども、そうい

う意味では、社会保険労務士の先生に委託して、法律の解説を含めて、どうい

うふうに就業規則や計画をつくっていくのか、あるいは弁護士でもいいんです

けれども、弁護士会に頼むなりして研修していかないと、加点の事例がなかっ

たのがずっと続くと、何のために加点要素に入れているのかという話になって

しまうわけで、本気度が問われると。それによって男女差別をなくしていくと

いうのが世田谷区の方針だとすれば、今年やれとは言いませんから、少し考え

てやっていただければ、多分、弁護士会でそういう講師は派遣してくれると思

いますし、社会保険労務士の先生だって十分できるんじゃないかなと思います

ので、ぜひ御検討いただきたいと思います。  

○会長  ありがとうございます。  

 残念ながら、認定という条件を少し緩めたけれども、それでも出なかったと

いうところで、さらにその次の策も今後検討していく必要があるかなというあ

たりかなと思います。  

 よろしければ、「 (4)委託契約における変動型最低制限価格制度の実施状況に

ついて」、事務局からよろしくお願いします。  

○事務局  それでは、資料４の「委託契約における変動型最低制限価格制度の

実施状況について」です。  

 １の「主旨」ですけれども、令和３年 10月の１円入札や、その年の 12月に適

正化委員会から御提言いただいたことを踏まえて、委託契約における過度な低

価格入札の抑止、効果的なダンピング対策の実現を目的として、令和５年度か

ら変動型最低制限価格制度を導入して、案件ごとに、開札後、実際に応札のあ

った入札額で最低制限価格を設定しています。この制度について、今年秋実施

の検証に向けて、現時点での実施状況を御報告するものです。  

 ２の「実施状況」を表でまとめております。令和５年度は御覧のとおりでご

ざいます。合計 151件の実施状況です。令和６年度については、７月 17日時点で

御覧のとおりで、１、２枚目で分かれておりまして、合計 101件という状況です。 

 裏のページに令和４年度、まだ変動型になっていないときの最低制限価格導

入前の状況も参考に記載していまして、合計 123件という状況でございます。  
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 これらについて本格検証を行った上で、次の委員会で御報告する予定です。  

 ３の「今後のスケジュール（予定）」は、令和６年 10月に入札監視委員会と適

正化委員会で御審議をいただき、 11月に議会の企画総務常任委員会で御報告を

した後、区のホームページで公表を予定しています。  

 御説明は以上です。  

○会長  ありがとうございます。  

 これに関していかがでしょうか。委員会としては、 10月ぐらいにもう一度あ

る部分ですので、お気づきになった点等がございましたら、事務局によろしく

お願いいたします。よろしいですか。  

 それでは、先に進めさせていただきます。２の「報告」、「令和５年度事業所

労働条件調査の結果について」、よろしくお願いいたします。  

 

（事務局  労働条件調査の報告）  

 

○会長  最後に、３、「その他」ですけれども、先ほどのアンケートについて、

○○委員からもアンケートについての御意見がありましたので、これも事務局

のほうで勘案していただければと思っております。  

 それからもう１点、要望書ということで、世田谷建設協会の会長名での要望

書が出ております。  

○事務局  これも○○委員から事前にいただいたもので、これは各団体等にい

ただいている要望書全文をいただいています。○○委員からのお言づけとして

は、特に適正化委員会のほうで御覧いただきたい点は、１枚目の４、適切な工

期設定について、御議論であったりとか、御意見いただければということで本

日いただいております。  

 以上です。  

○会長  ありがとうございます。  

 工期設定の問題は、これまでもこの委員会で幾つか御指摘等もいただいてお

りますので、今後ともさらに前進していけるようにできればと思います。各委

員から何かございますでしょうか。  

 なければ、事務局から連絡事項がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○事務局  第２回の委員会につきましては、 10月下旬から 11月上旬頃をめどと

いうことで考えておりまして、また皆様に日程調整をやらせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○会長  ありがとうございます。  

 それでは、これで第１回公契約適正化委員会を終了したいと思います。  
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 第２回、皆様の御出席をよろしくお願いいたします。  

 以上で終了いたします。皆様ありがとうございました。  

午後６時 54分閉会  

 


